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―― 部会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

青年部会では、２月７日、『第347回研修会』が
法人会館で行われました。講師に、税理士の斎藤
先生を招聘して、「相続対策の基本」と題して約
１時間研修をして頂きました。
先ず、平成27年１月１日以降「相続税の改正」
が実施される事。「最高税率の引き上げ」や「基
礎控除の引き下げ」について話されました。
「相続税はどれくらい増えるか」「誰にでも相
続税がかかる可能性がある事」「相続税は何に課
税されるか」
「相続税計算の仕組みと特例」「小規模宅地の

評価減の要件緩和」「相
続税の申告期限の注意
点」「相続税・贈与税の
傾向」等…話された後、
「相続税の基本」につい
て話して頂きました。

１．相続を争族にかえない
・家族全員が幸せになろう！
２．納税を考える
・不動産・生命保険
３．相続税対策（節税）
・資産の組み替え等　・生前贈与等
あと１年を切った

「相続税の改正」に向
け、大変に貴重な研修
をして頂きました。
本当に有難うござい
ました。

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 

《女性部会》《青年部会》2月6日＆2月7日「研修会」を開催

◆相続対策の基本◆
～ 相続税増税まであと1年… ～

（株）CZAR Styled53 遠藤康子

３月10日、「東法連・女連協 平成25年度全体連
絡会議」が、ハイアットリージェンシー東京で開
催され、当会より３名の方が参加しました。
主催者挨拶に続き、「税に関する絵はがきコンク
ール」の選考発表が…。
その後、「銀座流おもてなし～銀座のママが語る
人間力、経営力～」と題して講演がありました。

講師の白坂亜紀氏は、大分県の
竹田氏にお生まれになり、生家は
現在、瀧廉太郎記念館になってい
るそうです。
早稲田大学に入学後、女子大生
ママになり、一躍著名人の間で有
名に…。
やがて超一流のママになり、現在では、ＧＳＫ

（銀座社交料飲協会）の緑化部長として、又、京都
造形芸術大学東京学舎で講師も務めておられます。

「銀座ミツバチプロジェクト」にも積極的に参
加するなど大活躍の日々との話に大変感動致しま
した。

《女性部会》

◆東法連女連協
平成25年度全体連絡会議◆

会計監査　大島昭子

�野部会長講師の斎藤先生 三鴨部会長

講師の白坂亜紀氏

（2月6日女性部会の皆様） （2月7日青年部会の皆様）

参加された皆様 松本・元署長様と…

２月６日、法人会館において「役員会」を開催
しました。
「税に関する絵はがきコンクール」始め、次年
度の事業について検討しました。３月18日には、
会計監査も行いました。

《女性部会　役員会を開催》

（2月6日於：法人会館） （3月18日 於：法人会館）


